
一般社団法人洞爺湖温泉観光協会ウェブサイト構築業務 

公募型プロポーザル実施要領 

平成 30 年 10 月 31 日  

一般社団法人 洞爺湖温泉観光協会 

 

 

1．目的 

この要領は、一般社団法人洞爺湖温泉観光協会ウェブサイト構築業務（リニューアル）を実施す

るにあたり、プロポーザル方式により最適な委託者を選定するため、必要な事項を定める。  

 

 

2．業務概要  

（１）業務名称 一般社団法人洞爺湖温泉観光協会ウェブサイト構築業務  

（２）業務内容 一般社団法人洞爺湖温泉観光協会ウェブサイト構築業務仕様書による。  

（３）契約期間 契約締結日から平成 31 年 2 月 28 日までの期間とする。  

（４）委託料の上限額 本業務委託料の上限額は、4,000 千円（消費税含む）とする。なお、立ち上 

げ以降の運用保守管理は、別途契約するため、本委託料には含まない。  

（５）想定運用保守経費 年間の運用管理経費は、200 千円程度を想定しているため、その範囲 

内で運用管理が行える提案をすること。あくまでも想定額である為、確約するものではない。 

本ホームページの運用は、3 年間程度を想定している。  

 

 

3．参加資格要件  

本プロポーザルに参加する者は、本業務の遂行に必要な能力を有し、次に掲げる要件を満たし

ていなければならない。  

（１）法人であること。洞爺湖町内・市町外の別は問わない。  

（２）本業務の条件を理解し、本契約を円滑に履行できる能力及び体制を有すること。  

（３）暴力団等または暴力団関係者でないこと。  

 

 

4．選定方法  

選定に係る審査は、一般社団法人洞爺湖温泉観光協会ウェブサイト構築業務プロポーザル選定

委員会において行う。各選定結果については、申請者に文書で通知する。  

（１）提出された企画提案書等に係る選考を実施し、「デザイン・サイト設計の内容」「費用の妥性」 

「業務履行の確実性」「過去の業務実績」等を鑑みた上で、最も支持数を獲得した者を委託候補

者として選定する。  



 

5．スケジュール（予定） 

公募開始 平成 30 年 10 月 31 日（水） 

参加申込受付期限 平成 30 年 11 月 12 日（月） 

審査実施 平成 30 年 11 月 19 日（月） 

審査結果通知 平成 30 年 11 月 20 日（火） 

契約締結 平成 30 年 11 月 30 日（金） 

※予定ですので変更となる場合があります。  

 

6．申請の手続き  

（１）提出書類  

申請者は、次に掲げる書類①～⑤を、正本１部及び副本５部提出してください。 

副本は正本の複写でも可とします。  

①参加表明書（様式第１号）  

②会社概要書(様式第 2 号) 

③一般社団法人洞爺湖温泉観光協会ウェブサイト提案書（様式自由）  

④ホームページのデザインイメージ（トップページ１点、基本テンプレート１点）  

⑤見積書（見積設計の項目ごとに、内訳をわかりやすく明記すること）  

⑥誓約書（様式第３号）  

（２）提出先・提出方法  

上記書類を、一般社団法人洞爺湖温泉観光協会事務局へ郵送してください。  

（３）受付期間  

平成 30 年 10 月 31 日（水）～平成 30 年 11 月 12 日（月）１７時（必着）  

（４）申請に当たっての注意事項  

①申請の際に要する費用は、申請者の負担とします。  

②申請は、１法人につき１件のみとします。  

③申請の際に提出した書類は、返却しません。  

④審査のため、追加で書類の提出をお願いする場合があります。  

 

 

7．質問受付および回答  

質問は、問い合わせメールにて以下期限日まで受付。質問者および質問内容は明確に記載す

ること。質問に対する回答は、随時回答し、一般社団法人洞爺湖温泉観光協会の HP 内にて開

示する。質問の期限は一般社団法人洞爺湖温泉観光協会 HP へ回答を開示するため、平成 30

年 11 月 7 日到着分まで受け付けるものとする。ただし、質問内容 によっては回答できない場合

もある。  



 

8．契約相手方の決定および契約締結について  

一般社団法人洞爺湖温泉観光協会は、業務委託候補者と仕様書および提出された企画提案書

等を踏まえ、契約締結の交渉を行う。交渉において、細部の仕様等を決定し、これに基づく正式

な見積書により契約の相手方として決定し、契約締結を行う。なお、交渉が整わない場合は、次

点として選定された者と同様の手続きを行う。  

・契約保証金：「なし」とする。 

・部分払い：「対応しない」とする。 

・委託料の支払いは、業務完了検査後とする。 

 

 

9．その他留意事項  

（１）次の各号に該当した場合は、失格となるので注意すること。 

①応募資格のない者が提案したとき  

②提出期限等、所定の期日に遅れた場合  

③書類等に虚偽の記載をしたとき  

④その他、審査評価に影響を及ぼすような不誠実な行為を行ったとき  

（２）委託者の選定に関する審査内容及び経過等については非公開とし、審査に関する異議申し

立てには一切応じないものとする。  

 

 

10．主催者（問い合わせ先・書類提出先）  

〒 049-5721 

北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 142 

一般社団法人洞爺湖温泉観光協会  

担当：藤川 清志 

TEL:0142-75-2446 

FAX:0142-75-3715 

info@laketoya.com 

 


